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1．高齢者虐待とは
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種 類 概 要

身体的虐待 暴力的行為によって身体に傷やアザ、痛みを与える行為
や外部との接触を意図的、継続的に遮断する行為
身体的拘束を含む

心理的虐待 脅しや侮辱などの言葉や態度、無視、嫌がらせ等によっ
て精神的に苦痛を与えること

性的虐待 本人が同意していない、性的な行為やその強要

経済的虐待 本人の合意なしに財産や金銭を使用し、本人が希望する
金銭の使用を理由なく制限すること

介護・世話の
放棄・放任

必要な介護サービスの利用を妨げる、世話をしない等に
より、高齢者の生活環境や身体的・精神的状態を悪化さ
せること



〇身体的拘束も虐待の一つ

□転落・徘徊防止のために車いすやベッドに体や手足をひもなどで縛
ることや、自分の意思で開けることのできない居室等に隔離するな
どの身体拘束は原則禁止されている。

□「緊急やむを得ない」場合を除いて身体拘束は虐待に当たると考え
られる。
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【禁止行為の例】
・徘徊（転落防止、他人への迷惑行為の防止を含む）しないように車いすや、ベッドに体幹や四肢を紐で縛る
・自分で降りられないように、ベッド柵（サイドレール）で囲む
・点滴や経管栄養のチューブを抜かないように、四肢を紐で縛る、又は皮膚をかきむしらないようにミトン手袋をつけ
る
・車いすからずり落ちたり立ち上がったりしないように、Y字拘束帯や腰ベルト、車いすテーブルを付ける。
・立ち上がりを妨げるように椅子を使用する。
・脱衣やオムツ外しを制限するために、つなぎ服を着せる。
・他人への迷惑行為を防ぐために、向精神薬を過剰に服用させる。
・自分の意思で開けることができない居室等に隔離する。
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「緊急やむを得ない場合」・・・「例外３原則」をすべて満たし、か
つ、極めて「慎重な手続き」のもとで行われる場合に実施する身体的
拘束を指す。

【慎重な手続き】をスルーしないよう注意！

１．例外３原則の確
認等の手続きを、
「身体拘束廃止委員
会」等のチームで行
い、記録する

２．本人や家族に、目
的・理由・時間(帯)・期
間等をできる限り詳しく
説明し、十分な理解を得
る

３．状況を観察・検討
し、要件に該当しなく
なった場合はすみやか
に身体拘束を解除する

〇身体拘束を行わないための対応例

・転倒／ベッドの高さ調整、床マットで布団、見守り強化、歩行補助具
・点滴抜去／カバーの工夫、手指刺激グッズ(セラピーボール、お手玉、ぬいぐるみ等)、短時間ごとの観察
・徘徊／室内環境の工夫、日中活動の充実、ドアセンサー活用
・自傷行為／心理的ケア、専門職相談、環境の安全化 、など



〇身体拘束廃止・防止に取り組んだ事例
(「2025.3改正 厚労省 身体拘束廃止・防止の手引き」より）
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２．高齢者虐待件数の増加
(1) 厚労省経年データ
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□犯人の状況

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度

性 別 男性 男性 男性 男性 男性

年 代 50-59歳 40-47歳 50-59歳 50-59歳 40-49歳

職 種 介護 介護 介護 介護 介護

□被害者の状況

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度

性 別 女性 女性 女性 女性 女性

年 代 85-89歳 85-89歳 85-89歳 85-89歳 90-94歳

要介護 ３以上 ３以上 ３以上 ３以上 ３以上

ⅠADL Ⅱ以上 Ⅱ以上 Ⅱ以上 Ⅱ以上 Ⅱ以上



(2)近年の事件
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□最近の虐待事件

No 自治体 種別 概要

1大阪府 ホーム
２名の男性職員が、入居者の上半身に不適切な接触をしたとして警
察が逮捕

2富山県 特養 職員が入所者の頭をテーブルに押さえつけてケガを負わせる行為

3群馬県 特養
40代の職員が90代女性入所者をベッドに投げ飛ばしたり足で蹴るな
どの虐待を繰り返した

4三重県 特養
50歳の男性介護福祉士が認知症の入所者４名に対し、背中を叩いた
り頭を押さえつける行為。数年前にもシーツで縛るなどの虐待

5青森県 特養
利用者の腕を叩いたり、暴言を吐いたりする虐待。ナースコールを
手の届かない場所に置く介護放棄もあり

6三重県 特養
男性職員が80代女性の入浴後の着替えの際、抵抗した女性の髪を
引っ張った。別の男性職員は廊下を歩いていた女性に罵声を浴びせ、
力づくで押さえつけてソファに座らせた

7埼玉県 ホーム 元職員が深夜に侵入し、女性入居者２名を殺害。



３．平時・発生時の対応・再発防止策
(1)平時の活動～高齢者虐待防止措置
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①東大阪市有料老人ホーム設置運営指導指針（抄） 

【虐待関係】11．サービス等
(4) 設置者は、高齢者虐待の防止、高齢者の養
護者に対する支援等に関する法律（平成17年法
律第124号）に基づき、次の事項を実施すること。
イ 同法第５条の規定に基づき、高齢者虐待を受
けた入居者の保護のための施策に協力すること。
ロ 虐待の防止のための対策を検討する委員会
（テレビ電話装置等を活用して行うことができ
るものとする。）を定期的に開催するとともに、
その結果について、職員に周知徹底を図ること。
ハ 虐待の防止のための指針を整備すること。
ニ 職員に対し、虐待の防止のための研修を定期
的に実施すること。
ホ ロからニまでに掲げる措置を適切に実施する
ための担当者を置くこと。

当該担当者は、身体的拘束等の適正化のための
対策を検討する委員会の責任者と同一の従業者
が務めることが望ましい。なお、同一施設内で
の複数担当の兼務や他の事業所・施設等との担
当者の兼務については、担当者としての職務に
支障がなければ差し支えない。ただし、日常的
に兼務先の各事業所内の業務に従事しており、
入居者や施設の状況を適切に把握している者な
ど、各担当者としての職務を遂行する上で支障
がないと考えられる者を選任すること。
へ 入居者及び家族等の苦情解決体制を整備する
こと。
 ト 職員から虐待を受けたと思われる入居者を
発見した場合は、速やかに東大阪市
に通報すること。
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【身体拘束関係】11．サービス等
(5) 入居者に対するサービスの提供に当たっては、当
該入居者又は他の入居者等の生命又は身体を保護する
ため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他
入居者の行動を制限する行為（以下「身体的拘束等」
という。）を行ってはならないこと。
(6) 緊急やむを得ず身体的拘束等を行う場合には、そ
の態様及び時間、その際の入居者の心身の状況並びに
緊急やむを得ない理由を記録しなければならないこと。
また、緊急やむを得ない理由については、切迫性、非
代替性及び一時性の３つの要件を満たすことについて、
組織等としてこれらの要件の確認等の手続きをきわめ
て慎重に行うこととし、その具体的な内容について記
録しておくことが必要である。
(7) 身体的拘束等の適正化を図るために、次に掲げる
措置を講じなければならない。
イ 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委
員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができる

ものとする。)を３月に１回以上開催するとともに、
その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹
底を図ること。
ロ 身体的拘束等の適正化のための指針を整備するこ
と。
ハ 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の
適正化のための研修を定期的に実施すること。
--------------------------------
10（３）帳簿の整備 
ニ 緊急やむを得ず入居者に身体的拘束を行った場合
にあっては、その態様及び時間、その際の入居者の心
身の状況並びに緊急やむを得ない理由、入居者、家族
及び身元引受人等への説明とやむを得ない身体拘束に
関する説明書、経過記録並びに身体的拘束等の適正化
のための対策を検討する委員会の開催記録
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②虐待防止のための指針整備／③委員会の開催

（例）「虐待防止・身体拘束廃止に関する指針」（東広島市社協の例）

【１】虐待防止・身体拘束廃止に関する考え方
 虐待は身体的な虐待だけでなく幅広く利用者の尊厳を侵害する言葉や行動があることを理解し、職員
一人ひとりが身体的・精神的弊害を理解し、虐待防止に向けた意識をもち、虐待しない介護、虐待の未
然防止、早期発見が行える業務を実践することとする。
身体拘束は利用者の生活の自由を制限することであり、利用者の尊厳ある生活を阻むことである。当法
人では、利用者の尊厳と主体性を尊重し、拘束を安易に正当化することなく、職員一人ひとりが身体
的・精神的弊害を理解し、身体拘束廃止に向けた意識をもち、身体拘束をしない介護を実践することと
する。
(１)身体拘束禁止の条文
サービス提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命またが身体を保護するため緊急やむを
得ない場合を除き、身体拘束その他の利用者の行動を制限する行為を禁止する。
(２)緊急・やむを得ない場合の例外三原則
利用者個々の心身の状況を勘案し、疾病・障害を理解したうえで、身体拘束を行わない介護の提供をす
ることが原則である。しかしながら、以下の３つの要件のすべてを満たされ、かつそれらの要件
の確認等の手続きが極めて慎重に実施されているケースのみに必要最低限の身体拘束を行うことがあ
る。
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切迫性 ：利用者本人または他の利用者等の生命または身体が危険にさらされる可能性が著しく高いこと。
非代替性：身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する介護方法がないこと。
一時性 ：身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること。
【２】身体拘束廃止に関する基本指針
(１)身体拘束の原則禁止
 当法人においては、原則として、利用者に対する身体拘束行為及びその他の行動制限を禁止する。
(２)やむを得ず身体拘束を行う場合
 本人または他の利用者の生命または身体を保護するための措置として、緊急やむを得ず身体拘束を行う
場合は、身体束廃止委員会を中心に十分検討を行い、身体拘束による心身の損害よりも、拘束しないリ
スクの方が高い場合で、切迫性・非代替性・一時性の３要件のすべてを満たした場合のみ、本人・家族
への説明と同意を得るものとする。
 また身体拘束を行った場合は、その状況について経過を記録し、できるだけ早期に拘束を解除するよう
に努める。
(３)日常の介護における留意事項
 身体拘束を行う必要性を生じさせないために日常的に以下のことを取り組む。
１ 利用者主体の行動・尊厳ある生活になるように援助する。
２ 言葉や応対等で利用者の精神的な自由を妨げない。
３ 利用者の思いを汲み取り利用者の意向に沿ったサービスを提供し多職種共同で個々に応じた丁寧な対
応に努める。
４ 利用者の安全を確保する観点から利用者の自由（身体的・精神的）を安易に妨げない。
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やむを得ず安全確保を優先する場合は身体拘束委員会において検討する。
５ 「やむを得ない場合」と拘束に準ずる行為を行っていないか常に振り返りながら利用者に主体的な生
活をしていただけるように援助する。
【３】虐待防止に関する基本方針
(１)虐待の禁止
 当法人においては、利用者に対する下記の虐待を禁止する。
１ 身体的虐待 ２ 介護放棄・放任(ネグレクト) ３ 心理的虐待
４ 性的虐待 ５ 経済的虐待 ６ 上記以外の虐待と思われる「不適切なケア」
(２)日常の介護における留意事項
虐待防止のために、日常的に以下の事を取り組む
１ 暴力など明らかな虐待行為が犯罪であり、即時報告を行う
２ 適切ではない言動を見て見ぬふりをしない
３ 一人で抱え込まず「チームケア」を行う
４ 「認知症ケア」「障害特性」等の専門性を高める
５ ストレスマネジメントの実践
【４】虐待防止・身体拘束廃止に関する体制
虐待防止・身体拘束廃止委員会の設置等
るを得ない場合の手続き、身体拘束を実施した場合の解除の方法等を検討するとともに、身体拘束廃止
に関する取り組み等を全職員に指導する。
２ 虐待防止・身体拘束廃止委員会の責任者(委員長)
・東広島市社会福祉協議会 常務理事

 虐待防止・身体拘束廃止委員会の構成員(委員)
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・常務理事(委員長)
・在宅福祉課長(事務局)
・各支所・各課委員(委員)
・〇〇(委員)
３ 虐待防止・身体拘拘束廃止委員会の開催
・３か月に１回(４月・8 月・12月)
・その他必要な都度、委員長により、委員会の招集を行う。
４ 虐待防止・身体拘束廃止委員会の内容
・法人内での身体拘束廃止に向けての現状把握及び改善についての検討
・身体拘束廃止に関する職員への指導について
・サービス内容の点検及び虐待につながりかねない不適切なケアの改善による介護の質向上の取り組み
に関すること
・法人職員が一体となって、虐待防止の意識の醸成と、障害・認知症ケア等に対する理解を高める研修
の実施及び教育等の取り組みに関すること
・虐待防止・身体拘束廃止のための指針の整備、見直し等に関すること
・やむを得ず身体拘束を行う場合の必要性の検討
・身体拘束を行った際の解除の検討
・虐待を発見した場合の通報が適切に行われるための方法に関すること
・虐待等が発生した場合、その発生原因等の分析から得られる再発の確実な防止策に関すること
・身体拘束、虐待再発防止策等を講じた際の効果についての評価に関すること
・特に委員長が必要と認める内容に関すること
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【５】やむを得ず身体拘束を行う場合の対応
 本人または他の利用者の生命または身体を保護するための措置として、緊急やむを得ず身体拘束を行う
場合は、以下の手順に従って実施する。
(1) 各支所虐待防止・身体拘束廃止委員会の実施 緊急やむをえない状況になった場合、虐待防止・身体
拘束廃止委員会を中心として各関係事業所の管理者の代表が集まり、拘束による利用者の心身の損害や
拘束をしない場合のリスクについて検討し身体拘束を選択する前に、切迫性・非代替性・一時性の３要
素の全てを満たしているかどうかについて検討・確認する。
 要件を検討し、身体拘束を行うことを選択した場合は、拘束の方法・場所・時間帯・期間等について検
討した本人・家族に対する説明書・同意書を作成する。
 また廃止に向けた取り組みや改善の検討を担当職員と行い、次回委員会にて報告する。
(２)利用者本人や家族に対しての説明
 身体拘束の内容・目的・理由・拘束時間または時間帯・期間・場所・改善に向けた取り組み方法を詳細
に説明し十分な理解が得られるように努める。
また、身体拘束の同意期限を越え、なお拘束を必要とする場合については、事前

に契約者・家族等に対し身体拘束の内容；今後の方向性、利用者の状態などを説明し同意を得た上で実
施し身体拘束に対す束に対する同意書を送付する。
(3)記録と再検討
 法律上、身体拘束に関する記録が義務づけられており、専用の様式を用いてその様子、心身の状況・や
むを得なかった理由などを記録する。身体拘束の早期解除にむけて拘束の必要性や方法を逐次検討す
る。その記録は２年間保存し行政担当部局の指導監査が行われる際に提示できるようにする。
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(4)拘束の解除
 (2)に規定する記録と再検討の結果、身体拘束を継続する必要性がなくなった場合は速やかに身体拘束
を解除する。その場合は、契約者・家族に報告する。
〔介護保険指定基準に規定する身体拘束禁止の対象となる具体的行為〕
・徘徊しないように、車いすや椅子、ベッドに体幹や四肢を紐等で縛る
・転落しないようにベッドに体幹や四肢を紐等で縛る。
・自分で降りられないようにベッドを柵等で囲む。
・点滴、経管栄養等のチューブを抜かないように、又は皮膚を搔きむしらないように手指の機能を制限
するミトン型の手袋をつける。
・車椅子、椅子からずり落ちたり、立ち上がったりしないように Ｙ字型拘束帯や腰ベルト、車いすテー
ブルを付ける。
・立ち上がる能力のある人の立ち上がりを防げるような椅子を使用する。
・脱衣やおむつ外しを制限するために介護服(つなぎ服)を着せる。
・他人への迷惑行為を防ぐためにベッドなどに体幹や四肢を紐等で縛る。
・行動を落ち着かせるために向精神薬を過剰に服用させる。
・自分の意思で開けることのできない居室等に隔離する。
【６】虐待又はその疑いが発生した場合の対応方法
(1)虐待の通報・対応
虐待等が発生した場合には、本指針、マニュアルに沿って、速やかに市に報告するとともに、市の指示
に従い、その要因の除去に努めます。
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(2)緊急性の有無
 緊急性の高い事案の場合には、市及び警察等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命の保全を優先に努め
る。
(3)通報・相談への対応
 職員は利用者、利用者家族又は職員等より虐待の通報があるときには本指針、マニュアルに沿って対応
する。
(4)委員は、法人内において虐待を把握した場合は速やかに委員長に報告する。委員長は必要時委員会の
招集を行う
(5)委員長は必要に応じて、関係機関等や職員、利用者家族等の意見を聞く場を設けることができる
(6)必要に応じて、関係機関等や地域住民等に対して説明、報告を行う。
【７】虐待防止・身体拘束は廃止に関する委員の役割
虐待防止・身体拘束廃止のためのチームケアを行う上で各委員が適切や役割を果たすことが重要である。
〈委員長〉
・虐待防止・身体拘束廃止委員会の総括管理
・現場における諸課題の総括責任
〈事務局〉
・委員会の運営・開催に係る事務
・議事録等書類の管理、整備
・市関係課との連携
・研修の開催
〈委員〉
・各支所、各課の虐待防止・身体拘束廃止委員会の開催
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・虐待防止・身体拘束廃止に向けた職員教育
・事業所担当者等からの相談、連携、助言、指示
・チームケアの調整、確立
・利用者の尊厳と主体性の保持
・虐待の可能性のある職員に対する支援
・個々の身体拘束に関する状況の把握
・身体拘束の解除の必要性の検討
・研修内容の検討、準備
【８】虐待防止・身体拘束廃止に関する教育・研修
 介護に関わる職員だけでなく、法人の全ての職員に対して、虐待防止・身体拘束廃止、権利擁護等人権
を尊重した業務の励行を図り、職員教育を行う。
(1)職員教育・研修の内容
・研修を年１回以上開催する。
・新規採用時には必ず虐待防止・身体拘束廃止のための研修を実施する。
・研修の内容については、研修資料、実施概要、出席者等を記録し、電磁的記録等により保存する。
【9】成年後見制度の利用支援に関する事項
 利用者又は家族に対して、利用可能な権利擁護に関する制度について説明し、その求めに応じ、適切な
窓口への案内、担当者の紹介等の支援を行う。



22

【10】その他虐待防止の推進のために必要な事項
(1)当法人職員は、虐待防止・身体拘束廃止の為の職員研修のほか、県社会福祉協議会や施設連絡協議会
等により提供される虐待防止に関する研修等には積極的に参画し、利用者へのサービスの質を低下させ
ないように常に研鑽を図るものとする。
(2)当法人の虐待防止・身体拘束廃止に関する指針は、いつでも職員、利用者及び家族等が自由に閲覧で
きるように、当法人のホームページに公表する。



④研修の実施
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時期 テーマ 対象 時間 内容・方法

４月 【新任職員研修】虐待防止の
基礎

新人職員 ２ ・虐待の定義と種類・介護職の倫理と権利擁
護・通報義務と報告の流れ

６月 【全職員研修】
コミュニケーションとストレ
スマネジメント

全職員 ２ ・利用者との関わり方の工夫・感情的対応を防
ぐ方法・ストレスのセルフケアと相談体制

８月 【事例検討会】ヒヤリハット
から学ぶ虐待防止

全職員 ２ ・実際のヒヤリハット事例の共有・対応の良否
をグループ討議・虐待の「芽」を発見する力を
養う

１０月 【専門研修】認知症ケアと虐
待防止

介護職
中心

２ ・BPSD（行動・心理症状）の理解・対応技術と
非薬物的支援法・暴言・暴力場面への対応訓練

１２月 【管理者・リーダー研修】職
場環境と組織的防止策

管理者・
主任

２ ・職員のメンタルケア体制<br>・通報・相談制
度の運用<br>・チームマネジメントと風通しの
良い職場づくり

２月 【振り返り研修】虐待防止の
成果と課題共有

全職員 ２ ・年間の取り組みの振り返り・今後の課題・改
善策の検討・グループワークによる意見共有

〇虐待防止研修計画例
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（2）発生時の対応
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〇ホーム内で虐待が疑われる事
案が発生した場合の注意点

ホームが所在する市町村へ通報
する義務があることを職員全員
に周知する。
※高齢者虐待防止法21-6,7
高齢者虐待の相談・通報を市町
村に行う際は、守秘義務違反に
はならない。
相談・通報をしたことによって、
解雇その他の不利益な取り扱い
を受けない。



（３）再発防止策の検討
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〇高齢者も他のすべての人と同じく、「人間としての
尊厳」と「基本的人権」を持っている。

〇虐待はその尊厳を踏みにじり、「安全に、安心して
生きる権利」を奪う行為。したがって、道徳的にも
法的にも決して許されない。

〇虐待犯の中には、認知症の入居者への対応技術も持
たず、勝手にイライラして犯行に及んだ者もいれば、
そもそものパーソナリティに問題がある者もおり、
他業界で働いていても同種の事件を起こしていた可
能性は否定できない。

〇入居者や家族に、人生最後の棲家として選ばれた皆
さんのホームでは、どのような状況の入居者でも覚
悟をもち、組織的に守り抜いていただきたい。



参考：全国有料老人ホーム協会について
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